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生物多様性国家戦略小委員会ヒアリング資料

(財)日本野鳥の会

1)生物多様性国家戦略を推進する体制の整備

・生物多様性条約に関する情報の整備の必要性

　ラムサール条約締約国会議の決議・勧告集と概要が、ＮＧＯ等の協力もあり日本語で公

開されているのに比べ､生物多様性条約締約国会議に関して日本語で入手できる情報量は

少ない。現在のところ、政府の HP では第１回から第４回までの決議の目次と報告書の目

次、第 5 回（2000 年）までの会議の概要が公開されているのみで、報告書自体､あるいは

決議そのものに就いては、一部を除いて訳出されていない。

国家戦略の樹立にあたって、市民セクタをパートナーとみなし、市民参加をはかるので

あれば、その基本となる締約国会議、あるいは科学技術助言補助委員会（SBSTTA）の勧告

等に関する情報は、政府としてもっと積極的に国民に共有化を図るため、HP にページを設

けて一括して和訳文を掲出するなどする必要があるのではないか。

・戦略を持続的に推進し、進捗をチェックする仕組みの創設

　現在､生物多様性国家戦略は省庁間連絡会議により原案が作成された後､関係閣僚会議で

決定されている。しかし、その推進において統合的な事務局が欠けている。生物多様性保

全は様々な省庁が協調的に関わって初めて達成されるものであってみれば､省庁間の連携

を促進し、あるいは進行を管理する、各省庁から独立した常設的な推進機関が創設される

べき。

　またこの推進機関には､関係分野の科学者から成る第三者機関としての科学委員会を置

き､施策の進捗と効果をチェックする働きを持たせるべきである。

2)希少種保護から生息地目録、重要生息地の保護区設定へ

・アジアにおけるＲＤＢ作成の推進

　環境省が（財）日本野鳥の会に委託して実施したアジア地域における絶滅の危機に瀕し

た鳥類の状況調査の結果が、アジア版鳥類レッドデータブックとして取りまとめられ、本

年６月５日の世界環境の日にあわせて発表された。これは、国際的な鳥類保護団体である

バードライフ・インターナショナルと共同で編纂されたものであり、結果として、アジア

に生息する鳥類のうち約１２％にあたる３２３種が絶滅の危機に瀕していることが明らか

になっている。

　調査の結果により、アジアに生息する約２７００種の鳥類のうち約１２％に該当する

３２３種が絶滅の危機に瀕していることが明らかとなった。さらに、絶滅の危険が増大し



アジア版鳥類レッドデータブック

日本野鳥の会とバードライフ・インターナショナルは、環境省
などの支援を受けて編纂していた「アジア版鳥類レッドデータ
ブック（Threatened Birds of Asia：以下ではRDB）」を2001
年6月に出版した。RDB調査で絶滅危惧種、保存対策依存種、
準絶滅危惧種、データ不足種に判定された鳥類は664種（絶滅
危惧種のみでは323種）であり、アジアの鳥類のほぼ4分の1が
保護対策を必要としていることが分かった。絶滅危惧種の数は
323種であった。本書は上下巻3000ページにわたり、これらの
種について詳細な記載を行っている。
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アジア版レッドデータブックのカテゴリー別記載種数

41 65

217
1

317

23

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅危惧Ⅱ類

保存対策依存種

準絶滅危惧

データ不足計664種



ＲＤＢからＩＢＡへ

　　１．希少種の生息地保全
　　２．希少種の保護から生物多様性の保全へ

　IBA調査は、現在、アフリカと南北アメリカ、そしてアジアで行われている。
アジアでの IBA 調査は 1997 年から開始されており、2001 年夏までにアジア全域で約 2,000
か所程度の IBAを選定する見込みである。



鳥類重要生息地（Important Bird Area）

IBA調査は世界約 100ヶ国で活動するバードライフ加盟 NGOやバードライフとともに活動
している研究者や政府組織が参加して行われている、重要生息地についてのプライオリティ・
セッティング（保護の優先度判定）事業である。
　IBA 調査はヨーロッパ共同体加盟国が指定を義務づけられる特別保護地域（Special
Protected Area）選定の基礎データを提示するプロジェクトとして、ヨーロッパのバードライ
フ加盟NGOによって始められた。2000年に出版されたヨーロッパの IBA目録第２版には3619
カ所の IBAが掲載されており、これらはヨーロッパの総面積の７％にあたる。そしてヨーロッ
パの IBAのうち５４％が特別保護地域に指定されている。



IBA選定基準

基準 解説

世界的に絶滅が危惧される
種

世界的に絶滅が危惧される種、あるいは世界的な保護が望ま
れている種が、年間を通して、もしくは定期的に、相当数、
生息している場所。

生息地域限定種 EBA(Endemic Bird Area＝固有鳥類生息地域）、または
SA(Secondary Area＝第二固有鳥類生息地域)内に繁殖地が
ある複数の種について相当数が生息する、あるいは生息する
と思われる場所。

バイオーム限定種 分布域のすべて、または、ほとんどが１つのバイオームに含
まれている種が生息するか、あるいは生息していると考えら
れる場所。

群れをつくる種       i.          群れを作る水鳥の生物地理的個体群の１％以上が定
期的に生息するか、または生息すると考えられる場所。
    ii.          群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の１％以
上が定期的に生息するか、または生息すると考えられる場所。
  iii.          １種以上で２万羽以上の水鳥、または１万つがい以上
の海鳥が定期的に生息するか、または生息すると考えられる
場所。
  iv.          渡りの隘路にあたる場所で、渡り鳥のために定められ
た閾値を超えるか、または超えると考えられる場所。



フィリピンのＩＢＡ

アジアでの IBA応用例

フィリピンのケース

フィリピンのバードライフ加盟団体、「ハリボン協
会」はフィリピン政府環境省と緊密な協力関係を築
いて IBA調査を進め、フィリピン全土で117カ所
の IBAを選定した。

さらに、フィリピン政府はハリボン協会の提出した
自然保護区新設計画を採用し、IBA 全体の約 80％
について新たな国設自然保護区の指定を検討して
いる。

117カ所の IBAのうち約 80％で国設
保護区設置が検討されている。

保護区指定を

検討中

80%

20%
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ているとされる準絶滅危惧種３１７種を合わせると、アジアの野鳥の約２５％が危機に陥

っていることになる。この結果は、アジア地域全体の生物多様性が低下していることを示

唆しており、鳥類以外の生物種についても、絶滅の危機が広がっていることが推測される。   

　国別に見て最も絶滅危惧種が多いのは、インドネシア（１１５種）で、次いで中国本土

（７８種）、インド（７３種）の順に続く。日本に生息する絶滅危惧種はノグチゲラ、オオ

トラツグミ、コウノトリ、シマフクロウ等を含む４１種で、アジアでは９番目に多い。

　本レッドデータブックに掲載された絶滅危惧種のうち約８０％は森林に生息する鳥類で

あり、伐採、耕作農業、焼き畑等による森林の喪失をはじめとした生息地の破壊が野鳥を

絶滅に追いやる最大の原因になっている。また、野鳥にとっては湿地（湿原、湖沼、干潟

等）も重要な生息環境であり、アジアの絶滅危惧種の約２０％が湿地を利用しており、ま

た依存度も高い。また、絶滅の要因としては、生息地の破壊のほか、狩猟や捕獲等が大き

な影響を及ぼしている。

　今後は、アジア各国において鳥類及びその生息地の保護にかかる優先度や対策手法を検

討するための重要な基礎資料として活用されることが期待される。こうしたアジア地域に

おける生物多様性の保全を進める国際的支援事業は、今後の国際協力においてもっと推進

されてよい。

・鳥を指標にした生息地目録の事例としての IBA（Important Bird Areas；鳥類重要生息

地）

一方、IBA（Important Bird Areas；鳥類重要生息地）という考え方は、1980 年代半ば

に国際 NGO であるバードライフ・インターナショナル（当時の名称は ICBP：国際鳥類保

護会議）によって開発された。これは鳥類を指標として特定の地域の重要生息地目録を作

成し、保護区設定の優先度を明確にすることを目的としたプログラムである。このような

目録作成は既にラムサール条約の枠組みの中で「シギ･チドリ類渡来湿地目録」、重要湿地

500 といった形で行われているが､IBA は基準に該当する鳥類の生息地として、湿地に限っ

ていない。

IBA は、以下のような基準により鳥類にとっての重要な生息地を識別する。

【IBA 選定基準】

基準 A1　世界的に絶滅が危惧される種

世界的に絶滅が危惧される種、あるいは世界的な保護が望まれている種が、年間を通して、

もしくは定期的に、相当数、生息している場所。

基準 A2　生息地域限定種

EBA(Endemic Bird Area＝固有鳥類生息地域)または SA(Secondary Area＝第二固有鳥類

生息地域)内に繁殖地がある複数の種について相当数が生息する、あるいは生息すると思わ
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れる場所。

（EBA とはバードライフ・インターナショナルの生息地域限定種分布調査の結果を用いて

特定された地域で、全世界において分布地域が５万 km2 未満しかない生息地域限定種が２

種以上生息している地域と定義されている。また SA とは、1 種またはそれ以上の生息域限

定種が生息しているが、同じ地域に重なって生息している種が 2 種以上いないため、EBA

に認定されない地域である。典型的な SA は、１種のみの生息域限定種が生息し、その種の

分布が他の生息域限定種の分布と重ならない場所や、２種以上の生息地域限定種が生息す

るが、それらの生息地が重なっていないような場所である（Stattersfield et al. 1998）。）

基準 A3　バイオーム限定群集

基 準：分布域のすべて、または、ほとんどが１つのバイオームに含まれている群集が生息

するか、あるいは生息していると考えられる場所。

基準 A4　群れをつくる種

基 準：下記の 4 つの基準のうちいずれかひとつを満たす場所。

i. 群れを作る水鳥の生物地理的個体群の１％以上が定期的に生息するか、または生息する

と考えられる場所。

ii. 群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の１％以上が定期的に生息するか、または生

息すると考えられる場所。

iii. １種以上で２万羽以上の水鳥、または１万つがい以上の海鳥が定期的に生息するか、ま

たは生息すると考えられる場所。

iv. 渡りの隘路にあたる場所で、渡り鳥のために定められた閾値を超えるか、または超える

と考えられる場所。

ヨーロッパでの IBA 調査はバードライフ加盟の自然保護 NGO によって行われ、IBA 目

録が 1989 年に出版された。この目録にはヨーロッパ諸国とそれらの統治地域とを合わせた

４１の国と地域の 2,444 カ所の IBA が記載されている。この目録はヨーロッパ諸国のサイ

ト保護プログラムに大きな影響を与え、1999 年の資料によると、ヨーロッパ連合加盟国が

指定する特別保護地域（Special Protected Area）の 45%（1027 地域）に IBA 目録に記載

された地域が登録されている。

ヨーロッパに続いて中東でも IBA 調査が行われ、1994 年に 14 ヶ国 391 地域の目録が出

版された。現在、IBA 調査はアジア、アフリカ、南北アメリカで実施中であり、全世界を

網羅するサイト保護プログラムになっている。

アジアでの IBA 調査は 1995 年から開始され、今年度までに、ロシア、中国、台湾、フ
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ィリピン、タイ、カンボジア、マレーシア、インドネシア、シンガポールで調査が行われ

ているが、特にアジアでの IBA 調査は、他の地域にも増して急速に失われつつ自然環境の

現状を把握するため、二つの段階に分けて実施された。第一段階では、既存資料を基にし

て優先的に保護の必要がある地域を迅速に判定することを目的とし、その後の第二段階で、

十分なデータが存在していない場所について実際に現地調査を行い、さらに詳細な情報を

収集している。

3)東アジア地域における国際協力

・多国間の渡り鳥保全の枠組みの必要性

・移動性野生動物の種の保全のための枠組み

　日本は現在、渡り鳥の保護に関して､アメリカ合衆国、ロシア共和国、オーストラリア､

中国との間に二国間の条約を結んでいる。また、アジア地域では他にインド・ロシア、オ

ーストラリア・中国の間に二国間条約が結ばれている。しかし日本に生息する渡り鳥は、

他に東南アジア諸国との間を渡っているものが多い。ラムサール条約の対象となっている

湿地間を行き来する水鳥類はもちろん、近年減少が危惧されている森林性・草原性の渡り

鳥の多くがこの地域を越冬地としている。

　また日本は水鳥類に関しては、ラムサール条約締約国会議を受けた「アジア太平洋地域

渡り性水鳥保全戦略」の枠組みの一員として、渡り性水鳥類の保護を推進しているが、こ

の戦略は多国間の参加を見ているものの協定や条約の裏づけがない。

　そこでアジア地域の鳥類保護における多国間協力を後押しする枠組みとして、多国間の

鳥類保護条約の必要が指摘されている。二国間の条約を次々と結んで運営していく無駄が

省け､また何よりアジアの生物多様性に迫っている上述のような危機に対処するために、ア

ジア地域における多国間条約の枠組みをリードすることは先進国である日本の責務である

と言える。

　なおこのような、渡り鳥を含む、渡り性の動物保護に関する多国間条約・協定を推進す

る枠組みに、「移動性野生動物の種の保全に関する条約」（ボン条約）がある。日本は現在

加盟していないが、この条約への加盟により、日本の国際的な立場が明確になり､条約事務

局を通じて国際的なネットワークの支援を得ることがより容易になり、またすでに加盟し

ているラムサール条約や生物多様性条約を補完することになると考えられる。ボン条約は

種を限定した地域協約の締結の支援も行うという特長を持っており、現在、二国間条約や

アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略の枠組みの中で動いている特定種の保全プロジェク

トもより円滑に進むというメリットも考えられる。

　またボン条約は、鳥類以外にもウミガメや海獣といった移動性の動物の保護も扱ってい

る。こうした海域の渡り性動物の保護にも道を開くことになると思われる。


